
規 則

�愛媛県規則第７号
児童虐待の防止等に関する法律施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和２年３月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

児童虐待の防止等に関する法律施行細則の一部を改正する規則

児童虐待の防止等に関する法律施行細則（平成１３年愛媛県規則第２３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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第１条 この規則は、児童虐待の防止等に関する法律施行令（平成
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附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第８号
愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和２年３月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則（昭和３０年愛媛県規則第４２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

１２年政令第４７２号）及び児童虐待の防止等に関する法律施行規則

（平成２０年厚生労働省令第３０号）に定めるもののほか、児童虐待

の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号。以下「法」とい

う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（委任）

第２条 次に掲げる知事の権限は、児童相談所長に委任する。

�～� 省略

� 法第１１条第４項（法第１６条第１項の規定によりみなして適用

する場合を含む。）の規定による保護者に対する勧告に関する

こと。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

１２年政令第４７２号）

に定めるもののほか、児童虐待

の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号。以下「法」とい

う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（委任）

第２条 次に掲げる知事の権限は、児童相談所長に委任する。

�～� 省略

� 法第１１条第３項（法第１６条第１項の規定によりみなして適用

する場合を含む。）の規定による保護者に対する勧告に関する

こと。

� 法第１２条の４第１項（法第１６条第１項の規定によりみなして

適用する場合を含む。）の規定による保護者に対する命令に関

すること。

� 法第１２条の４第２項（法第１６条第１項の規定によりみなして

適用する場合を含む。）の規定による命令に係る期間の更新に

関すること。

� 法第１２条の４第６項（法第１６条第１項の規定によりみなして

適用する場合を含む。）の規定による命令の取消しに関するこ

と。

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

改 正 後 改 正 前

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例（昭和３０年愛媛県

条例第２６号。以下「条例」という。）第３条の規定に基づき、愛媛

県産業技術研究所の使用料及び手数料の額を次のとおり定める。

使 用 料

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例（昭和３０年愛媛県

条例第２６号。以下「条例」という。）第３条の規定に基づき、愛媛

県産業技術研究所の使用料及び手数料の額を次のとおり定める。

使 用 料

区分 種別 細 別 単位 金 額 備考 区分 種別 細 別 単位 金 額 備考

技術

開発

関係

省略 技術

開発

関係

省略

化学

用機

器

１～２３ 省略 化学

用機

器

１～２３ 省略

２４ ＨＰＬＣ／質量分析

計

１時間 １，９８０円

２４ 省略 ２５ 省略

２５ 省略 ２６ 省略

２６ 省略 ２７ 省略

２７ 省略 ２８ 省略

２８ 省略 ２９ 省略

２９ 省略 ３０ 省略

愛 媛 県 報令和２年３月２４日 第９０号
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３０ 省略 ３１ 省略

３１ 省略 ３２ 省略

３２ 省略 ３３ 省略

３３ 省略 ３４ 省略

３４ 省略 ３５ 省略

３５ 省略 ３６ 省略

３６ 省略 ３７ 省略

３７ 省略 ３８ 省略

３８ 省略 ３９ 省略

３９ 省略 ４０ 省略

食品

産業

関係

食品

加工

用機

器

１～６５ 省略 食品

産業

関係

食品

加工

用機

器

１～６５ 省略

６６ ＨＰＬＣ／質量分析

計

１時間 １，９８０円

窯業

関係

省略 窯業

関係

省略

窯業

用機

器

１～３７ 省略 窯業

用機

器

１～３７ 省略

３８ 光断層トログラフィ

ー

１時間 ４４０円

３９ レオメーター １時間 １，２１０円

４０ 陶磁器転写システム １時間 １，２１０円

４１ 撮影機材セット １時間 ５５０円

４２ 桟瓦用耐風試験機 １時間 ５５０円

４３ 棟瓦用耐震試験機 １時間 ５５０円

繊維

産業

関係

染織

用機

器

１～３７ 省略 繊維

産業

関係

染織

用機

器

１～３７ 省略

３８ 純水製造装置 １時間 ５５０円

３９ 収束イオンビーム装

置

１時間 ６６０円

紙産

業関

係

省略 紙産

業関

係

省略

化学

試験

用機

器

１～２９ 省略 化学

試験

用機

器

１～２９ 省略

３０ 収束イオンビーム装

置

１時間 ６６０円

３０ 省略 ３１ 省略

３１ 省略 ３２ 省略

３２ 省略 ３３ 省略

３３ 省略 ３４ 省略

３４ 省略 ３５ 省略

３５ 省略 ３６ 省略

３６ 省略 ３７ 省略

３７ 省略 ３８ 省略

３８ 省略 ３９ 省略

３９ 省略 ４０ 省略

４０ 省略 ４１ 省略

４１ 省略 ４２ 省略

省略 省略

注 省略 注 省略

愛 媛 県 報令和２年３月２４日 第９０号
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附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第９号
愛媛県立農業大学校規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和２年３月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県立農業大学校規則の一部を改正する規則

愛媛県立農業大学校規則（昭和５８年愛媛県規則第２３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

手 数 料 省略 手 数 料 省略

改 正 後 改 正 前

（受験手続）

第１０条 総合農学科に入学しようとする者は、入学願書（様式第１

号）に次に掲げる書類を添えて校長に提出しなければならない。

� 省略

� 写真（出願前６月 以内に正面から撮影した無帽の上半身像

で縦４センチメートル、横３センチメートルのもの）

� 省略

様式第１号（第１０条関係） 入学願書

（受験手続）

第１０条 総合農学科に入学しようとする者は、入学願書（様式第１

号）に次に掲げる書類を添えて校長に提出しなければならない。

� 省略

� 写真（出願前６箇月以内に正面から撮影した無帽の上半身像

で５センチメートル平方形 のもの）

� 省略

様式第１号（第１０条関係） 入学願書

愛媛県収入証紙

貼付欄 （消

印 を し な い こ

と。）

省略

愛媛県収入証紙

ちよう付欄（消

印 を し な い こ

と。）

省略

写 真

出願前６月 以内に正

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

面から撮影した無帽の

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

上半身像で縦４センチ

メートル、横３センチ

メートルのもの

写 真

出願前６箇月以内に正

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

面から撮影した無帽の

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

上半身像で５センチメ

ートル平方形

のもの

省略

住 所
ふり がな

本 人 氏 名

生年月日 年 月 日生

省略

住 所
ふり がな

本 人 氏 名

生年月日 年 月 日生 男・女

保護者
住 所

氏 名

□総合農学科
第一希望 コース

入学希望区分 □総合農学科 □アグリビジネス科 入学希望区分 第二希望 コース

□アグリビジネス科 コース

注１ 「入学希望区分」の欄は、入学を希望する科の□の中に

レ印を付すこと。

２ 入学選考料として所定の額の愛媛県収入証紙を貼付する

こと。

３ 次に掲げる書類を添付すること。

� 最終学校の調査書

� その他校長が必要と認める書類

様式第２号（第１２条関係） 誓約書

注 １ 「入学希望区分」の欄は、入学を希望する科の□の中

にレ印を付し、コース名を記入すること。

２ 入学選考料として所定の額の愛媛県収入証紙をちよう

付すること。

３ 次に掲げる書類を添付すること。

� 最終学校の調査書

� その他校長が必要と認める書類

様式第２号（第１２条関係） 誓約書

愛 媛 県 報令和２年３月２４日 第９０号
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第２６４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和２年３月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

省略

科 名 科

本 人
氏 名

生年月日

連 絡 先

住 所

職 業

身元保証人
氏 名

生年月日

本人との続柄（ ）

連 絡 先

住 所

職 業

身元保証人
氏 名

生年月日

本人との続柄（ ）

連 絡 先

省略

省略

総合農学科 コース

アグリビジネス科 コース

本 人 氏 名

住 所

身元保証人
職 業

氏 名

生年月日

住 所

身元保証人
職 業

氏 名

生年月日

省略

様式第３号（第１４条関係） 休学・退学願 様式第３号（第１４条関係） 休学・退学願

省略

科 名 科

本 人
コース名

学籍番号

氏 名

省略

省略

総合農学科 コース

アグリビジネス科 コース

本 人 氏 名

省略

省略 省略

注 省略

様式第４号（第１４条関係） 復学願

注 省略

様式第４号（第１４条関係） 復学願

省略

科 名 科

本 人
コース名

学籍番号

氏 名

省略

省略

総合農学科 コース

アグリビジネス科 コース

本 人 氏 名

省略

省略 省略

注 省略 注 省略

愛 媛 県 報令和２年３月２４日 第９０号
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大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

ザ・ビッグ松山山越店 松山市山越三丁目７７
２番地 外 駐車場の自動車の出入口の数 ４箇所 ３箇所 令和２年

３月１０日
令和２年
３月９日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第２６５号
加入区の設定（漁獲共済）（平成１４年１２月愛媛県告示第２０１３号）の一部を次のように改正し、令和２年４月１日から施行する。

令和２年３月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

区 域 区 分 区 域 区 分

１ 川之江区域（愛媛県漁業

協同組合の地区のうち、旧

川之江漁業協同組合の地

区）

省略 １ 川之江区域（川之江漁業

協同組合

の地

区）

省略

２ 三島区域（愛媛県漁業協

同組合の地区のうち、旧三

島漁業協同組合の地区）

省略 ２ 三島区域（三島漁業協同

組合

の地区）

省略

３ 寒川区域（愛媛県漁業協

同組合の地区のうち、旧寒

川漁業協同組合の地区）

省略 ３ 寒川区域（寒川漁業協同

組合

の地区）

省略

４ 土居町区域（愛媛県漁業

協同組合の地区のうち、旧

土居町漁業協同組合の地

区）

省略 ４ 土居町区域（土居町漁業

協同組合

の地

区）

省略

５ 新居浜市大島区域（愛媛

県漁業協同組合の地区のう

ち、旧新居浜市大島漁業協

同組合の地区）

省略 ５ 新居浜市大島区域（新居

浜市大島漁業協同組合

の地区）

省略

６ 多喜浜区域（愛媛県漁業

協同組合の地区のうち、旧

多喜浜漁業協同組合の地

区）

省略 ６ 多喜浜区域（多喜浜漁業

協同組合

の地

区）

省略

７ 新居浜市垣生区域（愛媛

県漁業協同組合の地区のう

ち、旧新居浜市垣生漁業協

同組合の地区）

省略 ７ 新居浜市垣生区域（新居

浜市垣生漁業協同組合

の地区）

省略

愛 媛 県 報令和２年３月２４日 第９０号

１７９



８ 新居浜区域（愛媛県漁業

協同組合の地区のうち、旧

新居浜漁業協同組合の地

区）

省略 ８ 新居浜区域（新居浜漁業

協同組合

の地

区）

省略

９ 西条市玉津区域（愛媛県

漁業協同組合 の地区

のうち、旧西条市玉津漁業

協同組合の地区）

省略 ９ 西条市玉津区域（西条市

ひうち漁業協同組合の地区

のうち、旧西条市玉津漁業

協同組合の地区）

省略

１０ 西条区域（愛媛県漁業協

同組合の地区のうち、旧西

条漁業協同組合の地区）

省略 １０ 西条区域（西条市漁業協

同組合の地区のうち、旧西

条漁業協同組合の地区）

省略

１１ 壬生川区域（愛媛県漁業

協同組合の地区のうち、旧

壬生川漁業協同組合の地

区）

省略 １１ 壬生川区域（壬生川漁業

協同組合

の地

区）

省略

１２ 河原津区域（愛媛県漁業

協同組合の地区のうち、旧

河原津漁業協同組合の地

区）

省略 １２ 河原津区域（河原津漁業

協同組合

の地

区）

省略

１３ 大浜区域（愛媛県漁業協

同組合の地区のうち、平成

２２年４月１日付け合併前の

大浜漁業協同組合の地区）

省略 １３ 大浜区域（大浜漁業協同

組合 の地区のうち、平成

２２年４月１日付け合併前の

大浜漁業協同組合の地区）

１４ 津倉区域（愛媛県漁業協

同組合の地区のうち、旧津

倉漁業協同組合の地区）

省略 １４ 津倉区域（津倉漁業協同

組合

の地区）

省略

１５ 魚島村区域（愛媛県漁業

協同組合の地区のうち、旧

魚島村漁業協同組合の地

区）

省略 １５ 魚島村区域（魚島村漁業

協同組合

の地

区）

省略

１６ 弓削区域（愛媛県漁業協

同組合の地区のうち、旧弓

削漁業協同組合の地区）

省略 １６ 弓削区域（弓削漁業協同

組合

の地区）

省略

１７ 関前村区域（愛媛県漁業

協同組合の地区のうち、旧

関前村漁業協同組合の地

区）

省略 １７ 関前村区域（関前村漁業

協同組合

の地

区）

省略

１８ 北条市区域（愛媛県漁業

協同組合の地区のうち、旧

北条市漁業協同組合の地

区）

省略 １８ 北条市区域（北条市漁業

協同組合

の地

区）

省略

１９ 津和地区域（愛媛県漁業

協同組合 の地区のうち、

旧津和地漁業協同組合の地

区）

省略 １９ 津和地区域（中島三和漁

業協同組合の地区のうち、

旧津和地漁業協同組合の地

区）

省略

２０ 元怒和区域（愛媛県漁業

協同組合 の地区のうち、

松山市元怒和の区域）

省略 ２０ 元怒和区域（中島三和漁

業協同組合の地区のうち、

松山市元怒和の区域）

省略

２１ 上怒和区域（愛媛県漁業

協同組合 の地区のうち、

松山市上怒和の区域）

省略 ２１ 上怒和区域（中島三和漁

業協同組合の地区のうち、

松山市上怒和の区域）

省略

愛 媛 県 報令和２年３月２４日 第９０号

１８０
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�愛媛県告示第２６６号
漁業災害補償法による一定区域の設定及び加入区の設定の廃止（昭和６３年１０月愛媛県告示第１１８３号）の一部を次のように改正し、令和２

年４月１日から施行する。

令和２年３月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

２２ 二神区域（愛媛県漁業協

同組合 の地区のうち、旧

二神漁業協同組合の地区）

省略 ２２ 二神区域（中島三和漁業

協同組合の地区のうち、旧

二神漁業協同組合の地区）

省略

２３ 松山市今出区域（愛媛県

漁業協同組合の地区のう

ち、旧松山市今出漁業協同

組合の地区）

省略 ２３ 松山市今出区域（松山市

今出漁業協同組合

の地区）

省略

２４～３３ 省略 ２４～３３ 省略

３４ 三瓶湾・日振島区域（八

幡浜漁業協同組合の地区の

うち旧三瓶湾漁業協同組合

の地区及び愛媛県漁業協同

組合 の地区のうち旧日振

島漁業協同組合の地区）

省略 ３４ 三瓶湾・日振島区域（八

幡浜漁業協同組合の地区の

うち旧三瓶湾漁業協同組合

の地区及びうわうみ漁業協

同組合の地区のうち旧日振

島漁業協同組合の地区）

省略

３５ 省略 ３５ 省略

３６ 遊子区域（愛媛県漁業協

同組合の地区のうち、旧遊

子漁業協同組合の地区）

省略 ３６ 遊子区域（遊子漁業協同

組合

の地区）

省略

３７ 戸島区域（愛媛県漁業協

同組合 の地区のうち、旧

戸島漁業協同組合の地区）

省略 ３７ 戸島区域（うわうみ漁業

協同組合の地区のうち、旧

戸島漁業協同組合の地区）

省略

３８ 宇和島区域（愛媛県漁業

協同組合の地区のうち、旧

宇和島漁業協同組合の地

区）

省略 ３８ 宇和島区域（宇和島漁業

協同組合

の地

区）

省略

３９～４５ 省略 ３９～４５ 省略

改 正 後 改 正 前

のり等養殖業（のり養殖業） のり等養殖業（のり養殖業）

加入区の名称 区 域 加入区の名称 区 域

川之江加入区

三島加入区

土居町加入区

新居浜市大島加

入区

新居浜市垣生加

入区

西条市玉津加入

愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧川之

江漁業協同組合の地区

愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧三島

漁業協同組合の地区

愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧土居

町漁業協同組合の地区

愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧新居

浜市大島漁業協同組合の地区

愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧新居

浜市垣生漁業協同組合の地区

愛媛県漁業協同組合 の地区のうち、

川之江加入区

三島加入区

土居町加入区

新居浜市大島加

入区

新居浜市垣生加

入区

西条市玉津加入

川之江漁業協同組合

の地区

三島漁業協同組合

の地区

土居町漁業協同組合

の地区

新居浜市大島漁業協同組合

の地区

新居浜市垣生漁業協同組合

の地区

西条市ひうち漁業協同組合の地区のうち、

愛 媛 県 報令和２年３月２４日 第９０号

１８１
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�愛媛県告示第２６７号
漁業災害補償法（昭和３９年法律第１５８号）第１２５条の３第１項第２

号の規定による一定の区域を次のように定め、加入区の設定（特定

養殖共済）（平成３年１月愛媛県告示第１１０号、平成２５年１月愛媛

県告示第３号及び平成２６年４月愛媛県告示第４０４号）は、廃止する。

令和２年３月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

わかめ養殖業

加入区の名称 区 域

今治加入区 愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧今治漁業協
同組合の地区

渦浦加入区 愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧渦浦漁業協
同組合の地区

津倉加入区 愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧津倉漁業協
同組合の地区

宮窪町加入区 愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧宮窪町漁業
協同組合の地区

伯方町加入区 愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧伯方町漁業
協同組合の地区

岩城生名加入区 愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧岩城生名漁
業協同組合の地区

大三島加入区 愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧大三島漁業
協同組合の地区

関前村加入区 愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧関前村漁業
協同組合の地区

区

西条加入区

西条市禎瑞加入

区

西条市神拝加入

区

壬生川加入区

河原津加入区

桜井加入区

津倉加入区

宮窪町加入区

弓削加入区

魚島村加入区

大三島加入区

北条市加入区

旧西条市玉津漁業協同組合の地区

愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧西条

漁業協同組合の地区

愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧西条

市禎瑞漁業協同組合の地区

愛媛県漁業協同組合 の地区のうち、

旧西条市神拝漁業協同組合の地区

愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧壬生

川漁業協同組合の地区

愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧河原

津漁業協同組合の地区

愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧桜井

漁業協同組合の地区

愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧津倉

漁業協同組合の地区

愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧宮窪

町漁業協同組合の地区

愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧弓削

漁業協同組合の地区

愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧魚島

村漁業協同組合の地区

愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧大三

島漁業協同組合の地区

愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧北条

市漁業協同組合の地区

区

西条加入区

西条市禎瑞加入

区

西条市神拝加入

区

壬生川加入区

河原津加入区

桜井加入区

津倉加入区

宮窪町加入区

弓削加入区

魚島村加入区

大三島加入区

北条市加入区

旧西条市玉津漁業協同組合の地区

西条市漁業協同組合の地区のうち、旧西条

漁業協同組合の地区

西条市漁業協同組合の地区のうち、旧西条

市禎瑞漁業協同組合の地区

西条市ひうち漁業協同組合の地区のうち、

旧西条市神拝漁業協同組合の地区

壬生川漁業協同組合

の地区

河原津漁業協同組合

の地区

桜井漁業協同組合

の地区

津倉漁業協同組合

の地区

宮窪町漁業協同組合

の地区

弓削漁業協同組合

の地区

魚島村漁業協同組合

の地区

大三島漁業協同組合

の地区

北条市漁業協同組合

の地区

北条市加入区 愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧北条市漁業
協同組合の地区

野忽那加入区 愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧野忽那漁業
協同組合の地区

睦月加入区 愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧睦月漁業協
同組合の地区

中島町加入区 愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧中島町漁業
協同組合の地区

神浦加入区 愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧神浦漁業協
同組合の地区

怒和島加入区 愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧怒和島漁業
協同組合の地区

高浜町加入区 愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧高浜町漁業
協同組合の地区

松山市加入区 松山市漁業協同組合の地区

長浜町加入区 長浜町漁業協同組合の地区

瀬戸町加入区 八幡浜漁業協同組合の地区のうち、旧瀬戸町漁業
協同組合の地区

三崎加入区 三崎漁業協同組合の地区

八幡浜加入区 八幡浜漁業協同組合の地区のうち、平成１７年４月
１日付け合併前の八幡浜漁業協同組合の地区

三瓶湾加入区 八幡浜漁業協同組合の地区のうち、旧三瓶湾漁業
協同組合の地区

明浜加入区 愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧明浜漁業協
同組合の地区

愛 媛 県 報令和２年３月２４日 第９０号

１８２
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�愛媛県告示第２６９号
漁業災害補償法（昭和３９年法律第１５８号）第１２５条の３第１項第２

号の規定による一定の区域を次のように定め、加入区の設定（特定

養殖共済）（平成２４年４月愛媛県告示第５５１号及び平成３１年４月愛

媛県告示第２６９号）は、廃止する。

令和２年３月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

ほたて貝等養殖業（ひおうぎ貝養殖業）

�愛媛県告示第２６８号
加入区の設定（特定養殖共済）（平成８年１月愛媛県告示第２３号）の一部を次のように改正し、令和２年４月１日から施行する。

令和２年３月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

吉田町加入区 愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧吉田町漁業
協同組合の地区

遊子加入区 愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧遊子漁業協
同組合の地区

宇和島加入区 愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧宇和島漁業
協同組合の地区

下灘加入区 愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧下灘漁業協
同組合の地区

内海加入区 愛南漁業協同組合の地区のうち、旧内海漁業協同
組合の地区

改 正 後 改 正 前

真珠母貝養殖業 真珠母貝養殖業

加入区の名称 区 域 加入区の名称 区 域

吉田町加入区

宇和島加入区

三浦加入区

遊子加入区

蒋淵加入区

下波加入区

戸島加入区

日振島加入区

北灘加入区

下灘加入区

省略

愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧吉田

町漁業協同組合の地区

愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧宇和

島漁業協同組合の地区

愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧三浦

漁業協同組合の地区

愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧遊子

漁業協同組合の地区

愛媛県漁業協同組合 の地区のうち、旧蒋

淵漁業協同組合の地区

愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧下波

漁業協同組合の地区

愛媛県漁業協同組合 の地区のうち、旧戸

島漁業協同組合の地区

愛媛県漁業協同組合 の地区のうち、旧日

振島漁業協同組合の地区

愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧北灘

漁業協同組合の地区

愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧下灘

漁業協同組合の地区

吉田町加入区

宇和島加入区

三浦加入区

遊子加入区

蒋淵加入区

下波加入区

戸島加入区

日振島加入区

北灘加入区

下灘加入区

省略

吉田町漁業協同組合

の地区

宇和島漁業協同組合

の地区

三浦漁業協同組合

の地区

遊子漁業協同組合

の地区

うわうみ漁業協同組合の地区のうち、旧蒋

淵漁業協同組合の地区

下波漁業協同組合

の地区

うわうみ漁業協同組合の地区のうち、旧戸

島漁業協同組合の地区

うわうみ漁業協同組合の地区のうち、旧日

振島漁業協同組合の地区

北灘漁業協同組合

の地区

下灘漁業協同組合

の地区

加入区の名称 区 域

岩城生名加入区 愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧岩城生名漁
業協同組合の地区

三崎加入区 三崎漁業協同組合の地区

八幡浜加入区 八幡浜漁業協同組合の地区のうち、平成１７年４月
１日付け合併前の八幡浜漁業協同組合の地区

下波加入区 愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧下波漁業協
同組合の地区

遊子加入区 愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧遊子漁業協
同組合の地区

北灘加入区 愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧北灘漁業協
同組合の地区

下灘加入区 愛媛県漁業協同組合の地区のうち、旧下灘漁業協
同組合の地区

内海加入区 愛南漁業協同組合の地区のうち、旧内海漁業協同
組合の地区

愛 媛 県 報令和２年３月２４日 第９０号

１８３
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�愛媛県告示第２７０号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通知があった。

令和２年３月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（電子国土基本図（地図情報）修正）

基本測量（国土広域情報修正）

２ 作業期間 令和２年４月１日から

令和３年３月３１日まで

３ 作業地域 愛媛県全域

�������
�愛媛県告示第２７１号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、松山河川国道事務所長から次のとおり

公共測量を実施する旨の通知があった。

令和２年３月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（用地測量）

２ 作業期間 令和２年３月１６日から

令和２年９月３０日まで

３ 作業地域 愛媛県四国中央市土居町地内

�������
�愛媛県告示第２７２号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通知があった。

令和２年３月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（防災対策地域水準測量）

２ 作業期間 令和元年７月２２日から

令和２年２月２８日まで

３ 作業地域 宇和島市、南宇和郡愛南町

�������
�愛媛県告示第２７３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通知があった。

令和２年３月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（電子基準点現地調査）

２ 作業期間 令和元年９月１日から

令和２年２月２８日まで

３ 作業地域 宇和島市、大洲市、西予市、西宇和郡伊方町、北

宇和郡鬼北町、南宇和郡愛南町

�������
�愛媛県告示第２７４号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、今治市長から次のとおり公共測量が終

了した旨の通知があった。

令和２年３月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（令和元年度今治市空中写真撮影業務委

託）

２ 作業期間 令和元年９月２７日から

令和２年３月３日まで

３ 作業地域 今治市全域

�������
�愛媛県告示第２７５号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、大洲河川国道事務所長から次のとおり

公共測量が終了した旨の通知があった。

令和２年３月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（数値撮影）「地図情報レベル１０００（地

上画素寸法１８㎝）

公共測量（数値図化）「地図情報レベル２５００」

公共測量（写真地図作成）「地図情報レベル２５００」

公共測量（航空レーザ測量）「地図情報レベル２５

００」

２ 作業期間 令和元年９月３日から

令和２年２月２８日まで

３ 作業地域 肱川流域

�������
�愛媛県告示第２７６号
土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第２９条第１項の規定に

基づき東温市志津川土地区画整理組合から次のとおり理事が就任し、

及び退任した旨の届出があった。

令和２年３月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

就任

退任

御荘町加入区 愛南漁業協同組合の地区のうち、旧御荘町漁業協
同組合の地区

西海加入区 愛南漁業協同組合の地区のうち、旧西海町漁業協
同組合の地区

氏 名 住 所

� 塚 莊 一 東温市志津川６３６番地４

� 塚 澄 枝 東温市志津川６３８番地１

西 下 光 男 東温市志津川南五丁目８番地１１

武 智 由 貴 東温市志津川６７８番地

宮 内 和 夫 東温市志津川６４８番地

宮 倉 和 良 東温市志津川１４２６番地

神 野 忠 史 東温市志津川１４３５番地

氏 名 住 所

佐 伯 清 美 東温市志津川６４５番地

愛 媛 県 報令和２年３月２４日 第９０号

１８４



��������������

��������������

��������������

��������������

�������
�愛媛県告示第２７８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市中村土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年３月２４日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

�愛媛県告示第２７７号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定によ

り告示する。

令和２年３月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２７９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年３月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２８０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年３月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２８１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年３月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

池 田 秀 一 東温市志津川６９０番地

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

鬼北
第１
号

北宇和郡鬼北町大字小松１４００番地１ えひめ南農業協同組合 三島支所 北宇和郡鬼北町大字小松１４００番地１ 令和２年３月１３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 砥部伊予松山線
松山市余戸西一丁目４０９２番から

同市余戸西一丁目１９０９番６まで

旧 １１．８～１４．５ ０．０２９

新 １２．３～１４．９ ０．０２９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 砥部伊予松山線
松山市余戸西一丁目１９２５番３から

同市余戸西一丁目１９０９番６まで
令和２年３月２４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山北条線 松山市菅沢町甲９４１番７

旧 １３．２～１４．６ ０．００７

新 １６．０～１７．９ ０．００７

愛 媛 県 報令和２年３月２４日 第９０号

１８５
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訓 令

�愛媛県告示第２８２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年３月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２８３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和２年３月２４日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�愛媛県告示第２８４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和２年３月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２８５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和２年３月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県訓令第１号
保 健 福 祉 部

地 方 局

福祉総合支援センター

子ども・女性支援センター

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山北条線 松山市菅沢町甲９４１番７ 令和２年３月２４日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

元中局建（開）第４６号

令和２年３月１３日
東温市志津川字拂川甲７０７番１、志津川南一丁目１０番２

松山市福音寺町４２番地６

株式会社 みのり商会

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４９４号

上浮穴郡�万高原町笠方１７１０番地先 旧 ４．９～８．８ ０．１１５

上浮穴郡�万高原町笠方１７１０番２から

同町笠方１７１０番４まで
新 ７．０～２６．６ ０．１１５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４９４号
上浮穴郡�万高原町笠方１７１０番２から

同町笠方１７１０番４まで
令和２年３月２４日

愛 媛 県 報令和２年３月２４日 第９０号

１８６



愛媛県福祉総合支援センター処務規程及び愛媛県子ども・女性支援センター処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和２年３月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県福祉総合支援センター処務規程及び愛媛県子ども・女性支援センター処務規程の一部を改正する訓令

（愛媛県福祉総合支援センター処務規程の一部改正）

第１条 愛媛県福祉総合支援センター処務規程（平成２７年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職務）

第２条 省略

２～８ 省略

９ 児童福祉司は、主として、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第１３条第４項及び第８項に規定する業務を行う。

１０～１６ 省略

（分掌事務）

第３条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

省略

子ども・女性支援課

�～� 省略

� 児童福祉法第３３条の６の２及び第３３条の６の３第１項の規定

による特別養子適格の確認の審判に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号）第４

条第６項の規定による情報の提供及び措置に関すること。

� 児童虐待の防止等に関する法律 第８

条第２項の規定による安全確認の措置に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 児童虐待の防止等に関する法律第１１条第４項から第６項まで

の規定による保護者に対する指導等に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（職務）

第２条 省略

２～８ 省略

９ 児童福祉司は、主として、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第１３条第４項及び第７項に規定する業務を行う。

１０～１６ 省略

（分掌事務）

第３条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

省略

子ども・女性支援課

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号）第８

条第２項の規定による安全確認の措置に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 児童虐待の防止等に関する法律第１１条第３項から第５項まで

の規定による保護者に対する指導等に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

愛 媛 県 報令和２年３月２４日 第９０号
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正 誤

�正 誤

令和元年１１月２９日付け第６０号愛媛県告示第７８４号（建築基準法に

基づく指定確認検査機関の指定の一部改正）中

（愛媛県子ども・女性支援センター処務規程の一部改正）

第２条 愛媛県子ども・女性支援センター処務規程（平成２７年愛媛県訓令第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

省略

改 正 後 改 正 前

（職務）

第２条 省略

２～５ 省略

６ 児童福祉司は、主として、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第１３条第４項及び第８項に規定する業務を行う。

７～１１ 省略

（職務）

第２条 省略

２～５ 省略

６ 児童福祉司は、主として、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第１３条第４項及び第７項に規定する業務を行う。

７～１１ 省略

ページ 箇 所 誤 正

７６４
表
事務所の所在
地欄中

位置 事務所の所在地

令和２年３月２４日 発行
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